
  
 

 

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

〇
公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第 

 
 

号
） 

(

傍
線
部
分
が
修
正
部
分)

 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
略
） 

 
 

 

附 

則 

 

（
検
討
） 

第
五
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
新
法
の
施
行

の
状
況
を
勘
案
し
、
新
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
通
報
を
し
た
こ

と
を
理
由
と
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
益
通
報
者
に
対
す
る
不
利
益

な
取
扱
い
の
是
正
に
関
す
る
措
置
の
在
り
方
及
び
裁
判
手
続
に
お
け
る
請
求

の
取
扱
い
そ
の
他
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
同
上
） 

 
 

 

附 

則 

 

（
検
討
） 

第
五
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
新
法
の
施
行

の
状
況
を
勘
案
し
、
新
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
通
報
を
し
た
こ

と
を
理
由
と
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
益
通
報
者
に
対
す
る
不
利
益

な
取
扱
い
の
是
正
に
関
す
る
措
置
の
在
り
方
そ
の
他
新
法
の
規
定
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 


